
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度小牧市地域包括支援センター運営方針（案） 
 

  

小牧市地域包括支援センター運営方針は、介護保険法施行規則第第百

四十条の六十七の二の規定により、小牧市から包括的支援事業を委託す

る地域包括支援センターに対して示すこととなっています。 

ただし、「地域包括支援センターの設置運営について（平成１８年１

０月１８日厚生労働省老健局計画課長，振興課長，老人保健課長通知）」

の地域包括支援センター運営協議会の所掌事務として「市町村が示すこ

ととされているセンターが行う業務に係る方針が適切かどうか、市町村

に対して意見を述べるものとする」と規定されています。 

そのため、小牧市が作成した次年度の小牧市地域包括支援センター運

営方針（案）について、ご意見をいただくものです。 

資料１  
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改正要旨 

 

前文 

・介護保険法の引用条文を修正。  

Ⅰ．理念 

・令和６年度より、第８次小牧市高齢者保健福祉計画から小牧市地域包

括ケア推進計画に移行することに伴う修正。 

Ⅱ．方針 

４．介護予防に係るケアマネジメント（第１号介護予防支援事業）の実

施方針 

・改正介護保険法第１１５条の２２により、指定居宅介護支援事業所が

指定申請によって介護予防支援の実施が可能となる見込みであるため、

修正及び追加。 

５．介護支援専門員に対する支援・指導の実施方針 

・改正介護保険法第１１５条の４５第２項により、「介護予防サービス計

画の検証」が定められる見込みであるため、追記。 

７．権利擁護事業の実施方針 

・名称の修正 

・小牧市地域包括支援センター連絡会議が市町村消費者安全確保地域協

議会の機能を担うことになったことに伴う追記。 

14．運営に関する方針 

・令和５年度第２回小牧市地域包括支援センター運営協議会の議事「令

和４年度地域包括支援センター事業の評価について」の協議結果に基

づき、業務の効率化や人材確保、離職防止等の方針を追記。 

・ハラスメント及び暴力行為等に関する対策の項目を新設。 

・個人情報の取り扱いについて引用条例を修正。 
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